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は じ め に

江戸時代の人々の死をイメージするとき、 私達は何を思い浮べるだろうか。 『葉隠」 に象徴

されるような死を恐れない武士の姿、広 く語 りっがれる著名人たちの辞世の句を伴 ういさぎよ

い死、飢饉で大量に死んでいった民衆。 しかしながら本稿で分析の対象 としようとする死 は、

こういった有名人の死や、特殊な条件下での不慮の死ではなく、都会で病み果てた無名の一青

年の死である。

青年の名は滝沢太郎(1828～1849)。 彼の生い立ちから発病、死に至る過程 は、祖父滝沢馬

琴(1767～1848)の 手 による 碼 琴 日記』1)、馬琴亡 き後は馬琴の息子宗伯の妻路(1806～

1858)に よる 『滝沢路女日記』2)に 日々克明に記録された。これらの日記 は個人的な記録 とい

うよりも、滝沢家の家の記録 として書き継がれたものである。本稿では両者の日記、および馬

琴による滝沢家の家譜 『吾仏之記』3)を中心的な史料 として、太郎の病 と死をめぐる諸状況を

描きだ し、そこから見えてくる当時の都市社会における病と死のあり方 について考えてみたい。

1、 滝沢太郎 の プロフィール

太郎は1828年 、滝沢馬琴61才 の初孫 として江戸で誕生 した。祖父馬琴は武士の家に生まれ、

3000石 の旗本松平兵庫頭信行の長男の小姓を勤めるも、故あって出奔。一時医学を学んだ こ

ともあったが戯作者として成功をおさある。 また副業 として 「神女湯」「奇応丸」 という薬を

製造販売 していた。父宗伯 は馬琴の長男で、松前藩(5万 石以上格)藩 主松前志摩守章広の江

戸屋敷出入 り医師であった。 しかし病弱で晩年 は医業 もままならず、1834年 、 太郎6才 の折

に37才 で死亡 している。 母路は紀州藩家老三浦長門守の医師土岐村元立の長女である。 太郎

をはぐくんだ家庭環境は、 医療と深い関係があったといえる。 この他家族は祖母百(太 郎13

才の時死亡)、妹っぎ・さちがいる。

さて、滝沢家は宗伯の死後、松前藩出入 り医師としての3人 扶持を失 うことによって、定期

的収入の道を断たれた。以後は馬琴の文筆活動を主要な収入源として生活する。馬琴は太郎の

父親代わ りとして、自分の死後 も太郎の将来が経済的に保証されるよう心を砕いた。その結果

太郎7才 の年に、135両 の大金を費やして御家人株(筒 持同心30俵3人 扶持)を 購入する。
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やがて12才 で元服 して興邦 と名乗 った太郎は、 その年の秋11月 、 年令をかぞえで17才 と

詐称 して出勤 しはじめる。かなり無理のある年令詐称だが、馬琴にしてみれば、自分の生 きて

いる間に太郎を無事職につけておきたいという思いからであった。馬琴によれば太郎は体格が

よく、15、6才 といっても通 らないことはなかったらしい。

太郎は祖父や父 と違 って生来の勉強嫌いであったことに加え、本来学問に精を出すべき年令

に、勤めに出ざるを得なかった事情が重なって、手習いも満足に終えることができなかった。

これは知識人を尊重 し、また自身 も知識人であると自負する馬琴にとっては大 きな嘆きの種で

あった。馬琴の言い方を借 りれば当時の若者の常ではあるが、太郎がおしゃれに金銭を費やし、

外見ばかりを取 り繕 うことも嘆かわしく思われた。

武士 として勤めに出た太郎は武術に興味を示 し、剣法 ・槍 ・柔術 ・棒法 ・鉄砲 ・馬術の六種

もの武術の道場に一度に入門する。 しかしながら教える側の事情や、太郎の体調の問題などが

重なって、 どれもものにはならなかったらしい。 もっともこれらの費用は滝沢家の家計を圧迫

するには十分ではあったが。

馬琴は、家庭の事情か ら幼 くして働 きに出たこの愛孫太郎の勤務ぶ りを詳 しく書き留めてい

る。太郎は年功序列の職場で大過な く勤務 し、その年数に応 じて少 しづっ上の役務に任 じられ

ていった。そのたびに馬琴は昇進のいきさっと感慨を記録する。

2、 闘 病 の 過 程

太郎の苛酷な闘病生活は20才 になった春、1848年5月 の 「風疾」4)に よる面部の腫物から

始まった。 この時、喉 ・脚 も少々腫れたと馬琴は日記に記す。もともと太郎は1846年11月 以

来、「感冒」や 「風疾」で病みがちで、病 と小康状態を繰 り返 していた。 したがって1848年5

月の病 も 「再発」 と認識されている。 この時それまでかかっていた諏訪殿の医師草間宗仙から

礒田平庵に医師をかえたが、治療方針が納得できず、7月 、再び草間の診察を受けるようにな

る。このころはすでに膝に腫物ができて歩行不自由となっていて、9月 には脚痛が激 しく、役

務 も欠勤 した。11月 に馬琴が死亡 したときにはその葬式 に、太郎は駕籠で参列せざるをえな

かった。周囲の人々のロコミによる情報で様々な売薬や 「奇灸」 も試みるが効果がない。つい

に12月 には 「全快心許なく」 役所へ病気届けを提出している。路は草間にかかりつづけても

一向に快方 に向かわないことに不安を覚え、また周囲からも医師を変えることを勧あ られて、

大 日如来に参詣 し寺僧に治療方針の占いを依頼 した。その結果、草間の治療を続行する。翌

1849年 、年が明けても太郎の病状 は改善せず、 迷った路は再び大日如来の籖を引 く。 が、 結

果 はやはり草間の治療続行を促すものであった。

いったんは草間にかかり続 けることを決意 した路 も、っいに1月 末、知人に松平丹波守医師

下条行蔵を紹介されて草間を休薬する。現実には下条本人 は往診せず、その息子や塾生の代診

であった。かって礒田平庵が脚の痛所を切開し、悪血を取 ることを勧めた折には 「礒田平庵 は

外科なれば難信用」 と拒否 したものの、今回は 「は(鍍)針 」で切開 し悪血5勺(90cc)を

出すという治療を受け入れている。
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しかしながらやはり効果はなく、3月 末、名医と評判の渡辺順三を知人か ら紹介される。渡

辺は流行医者 らしく弟子をつれて駕籠で往診 した。この駕籠賃金2朱400文 はもちろん患家の

負担である。 しかも渡辺の診断は 「大病で手遅れ」 というものだった。路たちは 「一同色を失

う」のみである。

4月 、町の占い師に医師を変えることを勧められ、太郎の上司である有住の紹介により、占

い師の示 した吉方に住む田村宗哲の診療を受けることにする。田村は、太郎の病気は 「風疾」

ではなく 「センクワさう(穿 踝瘡)」5)だ と診断する。生来の疾で気長 く治療すれば必ず治る

と言われた。

翌閏4月 には有住か ら 「長病故退役申入」を勧められる。路 も既に覚悟 していたことであっ

た。 もっとも 「退役」といっても、旗本 としての職は 「家」 として保証されており、全快の後

は職場復帰できる。休職中は手当てを払 って名代を依頼 し、扶持は従来通 り滝沢家に与え られ

る。その意味ではかなり恵 まれた療養生活だったといえるだろう。

田村の治療方針は、外 くるぶ しの 「毒」 を出すため 「腐薬」をっけて口を開 くことだった。

この薬によってますます脚の痛みは激 しくなる。

7月 、再び路は町の占い師に病気の吉凶と医師転薬について問う。占い師は 「容体は治 しが

たし」 とっげ、路は 「心配かぎ(り)な し」と記す。

この月、口の中にも小瘡ができる。 また小水不通に悩まされ始める。売薬の他、様々な民間

療法 も試みるが、小水不通 による腹満には最期 まで苦 しあられることになる。

路は 「旧冬(1848年 冬)よ り信心怠 らず所々へ全快祈 るのみ」 と記すように神仏への参詣

を欠かさなかった。また周囲の入々も太郎 のために神仏に祈 った。目黒不動へ百度参 りをして

くれる者たちもいた。路 は 「奇得の事 と感涙嘆息」す る。

7月12日 、 知人の紹介で志摩守医師北見玄又の往診を受ける。診断は田村同様 「穿踝瘡」

であった。北見は脚の痛みを水を出して取 るという治療方針を示 した。膏薬をはって夥 しい火

ぶ くれ状態にし、患部を鋏で切 り、水を出 した。 しかし太郎はこの膏薬の箇所が痛 くて夜眠れ

ない日々が続 く。

23日 、知人を介 して新たな占い師に占ってもらった結果、路はまた医師を変えることを決

意 した。 しかし野呂という医師は、使いの者から太郎の病状を聞いて、全快は不可であると診

断 した。路は 「良医を探 しても甲斐な く、只ただ揉み撫で遣わすのみ」と嘆く。

25日 、また新たな医師を見舞い客から紹介される。太郎の希望 もあってこの渡辺周徳に往

診を依頼。渡辺は 「穿踝瘡」ではな く 「風疾の毒の甚だしきもの」 と診断する。 しかし、ひと

りで薬を取 りに行った路に、渡辺は 「甚だ大病、全快心元なし」 と宣告する。渡辺の往診 もま

た駕籠で家来を伴って行なわれた。家来にも酒代三百文を払 う。

このころには、路は太郎の療養生活による多額の出費の結果、馬琴が大切にしてきた本を売

り払 うことを検討せざるをえない状態になっていた。30日 、分家から金一両を借 りる。

8月 に至 り、太郎の脚痛は激化 していく。太郎自身苦痛に堪え難 く、様々な神仏への祈檮を

希望する。激痛のたあ夜眠 ることのできない太郎 に付き添 う母路 もまた、眠 ることはできな

かった。 妹さちも太郎のための買物や雑用に 「日々終 日駆け歩 く」。介護の疲れは家族に重 く
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のしかか り、いかに愛息の看病 とはいえ 「大難儀かぎりな し」と路を嘆かせる。一方医師渡辺

は太郎の全快の見込みがないため、他の医師にかかるよう路に勧める。路 は 「何方の医師に見

せ候て も同様に候間」 と、 この申し出を受け入れなかった。

だが太郎自身、渡辺の脚痛軽減治療に効果がないことか ら、再び田村宗哲の診療を希望する。

8月15日 、 田村の往診を受けたものの、太郎 はこれまでになくひどい痛みを訴えた。家族の

動揺はつのるばかりである。 田村 は路に 「穿踝瘡」 の毒が変 じて 「だつそ(脱 疽)」6)の 毒に

なったと告げ、 もはや全快不可能であることを宣告 した。治療はとりあえず痛みを軽減するこ

としかなく、蛭に悪血を吸い出させることにした。 このころ太郎は脚痛 に加えて床ずれによる

激痛にも悩ませられるようになる。

田村の治療は全 く効果がな く脚痛 と床ずれの痛みは増すばか りである。「此節母子の苦 しみ

堕獄のせめに等 しかるべし」 と路は嘆 く。8月21日 、 田村は彼女に 「奇薬」があると4日 分

で金一分の高価な薬を勧あた。 しかも薬は代金 と引き換えとすることが条件である。路は太郎

のたあにこれを購入 したものの効果がない。田村はさらにもう4日 分用いれば必ず脚痛が引 く

と言 うので、疑わ しくは思いっっも、「捨ても置かれず」この言葉に従い、再び金一分支払 う。

9月 に入 り、外踝に傷 口が2つ 開き膿が出る。 これまで太郎は病床にあって も食事は取って

いたが、小水不通による 「腹満」 と脚痛で食欲 も落ちてきた。路はひとりで終夜看病し、 「殊

の外疲労」 と訴え、肉体的にはほぼ限界にきていた。 しかしもはや回復の見込み もな く激痛に

煩悶する我が子を前にして、共に涙し 「終夜惣身を撫でさする」のだった。痛みが激化するば

かりの太郎を女手だけで看ていることが心細 くなった路 は、9日 の夜、っいに知人に一晩一緒

に付き添 うことを依頼する。9月 の末からは病状が一層悪化 し、近隣の女房や知人たちが頻繁

に徹夜の看病をして くれるようになる。

痛みがおさまらないので、田村 は今度は 「烏犀角」入 りの薬7)を出すことにした。路は親戚

か ら金百疋 を借用 してこの薬代に充てる。だがこの薬 も効果なく、田村はついに一剤金百疋、

その他の薬味金50疋 というきわめて高価な琥珀の薬8)を用いることを提言する。すでにその

ような高価な薬を購入する経済力はなかったが、路は親戚の助力 もあって、琥珀剤を購入す る。

路の悲壮な決断にもかかわらず、太郎の激痛はいささか も軽減 されることな く、10月3日

には危篤状態に陥 った。何人 もの人々が滝沢家に終夜つめて太郎を看病する日が続 く。7日 、

田村はもう一剤、 と琥珀散の購入を路に勧め、路もこれに従った。 しかし服薬 もむなしく太郎

は9日 、っいに帰 らぬ人 となった。享年21才 、法名 「琴鶴」。

路は太郎が危篤状態になった3日 以降 「愁傷大方ならず、故に血運(暈)9)度 々発 り、或い

は夢中、人々の厄介になること度々」 であった。太郎を失 ってか ら同月22日 まで、彼女 は悲

しみのあまり、生涯の義務 としてっけ続けている日記の筆をとることができなかった。

3、 江 戸 の 医 療 事 情

本章では、太郎の療養生活から死に至る過程に見 られる、いくっかの特徴的な点をあげて検

討 していく。 もちろん太郎の置かれた状況は当時の療養生活のあり方として一般化できる面ば
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か りではなく、様々な特殊性も含む。馬琴の孫として比較的恵 まれた経済状況にあったことや、

父を失った総領息子として非常 に大切 に育てられていたこと、下級 とはいえ御家人の家であっ

たこと、さらには医療と深い関わりのある家庭環境であったことなどである。一個人の体験の

中から歴史的普遍性を抽出することには一定の限界性があるが、個人的体験 はまた同時に当該

社会のあり方と全 く無縁に存在 し得るものでもない。ここでは太郎の体験を通 して、その背後

に見え隠れする19世 紀半ばの巨大都市江戸の医療事情を抽出していきたい。

(1)患 者と医者

まず、患者 と医療の専門家たる医師との関係を何点かにわたって検討する。

第1に 、どの医師の治療を受けるかということの選択基準について。江戸時代、医師の数は

急速にふえるが、特に大都市にあってはそれが著 しい。当時の江戸は、すでに患者が医師を選

択する時代にあったといってよいだろう。 しか し医師免許が必要でない時代にあって、医師の

実力を見極めるのは患者 自身であり、 この見極めはまさに生死を分ける重要事である。

路や太郎が医者を選択する基準は、いわゆる大名家に出入 りした 「御殿医」としてのお墨付

き、っまりブランドと、名医としての巷の評判である。実際に太郎は何人かの大名の出入 り医

師の診療を受けている。大名に認あられたという事実は、その実力を示すひとっのメルクマー

ルとして機能 した。もっともこの際も、周囲の人々の紹介を前提に診療を受けている。滝沢家

はもともと人の来訪の多い家であったが、太郎の発病以来、 これらの来客は多 くの医療情報を

もたらすようになった。誰それの家族がどこそこの医師にかかって難病を完治 したので太郎 も

ぜひ、 といったたぐいの情報が路 と太郎 の心を動かす。 もちろん当時 はロコ ミだけでな く、

人々のニーズにこたえて、相撲の番付表 になぞ らえた医師番付をはじあとする、メディアによ

る情報 もあった。 しか し馬琴や路の日記を見るかぎり、転医の決定にはロコミ情報が重要な要

素である。

そして医師を決定 した後 も、効果が思わ しくないときはもちろん、その治療方針が納得でき

ない場合、路 と太郎は次々に医師を変えていくのである。医師を変える場合には、その医師に

休薬の旨をはっきり伝えている。1848年7月14日 の記述には 「朝飯後、太郎、礒田平庵江薬

礼持参。金二百匹、贈之。且休薬の由申断」 とあり、また1849年1月27日 には 「太郎、下条

(医師下条行蔵)江 手紙壱通、尚又草間(医 師草間宗仙)江 休薬致候断の手簡壱通、右二通二

状箱二致、為持遣 ス」 とある。

2番 めに医療費の問題 にっいて。医療費が統一 されていない当時にあって、一般に評判のよ

い医師は高 くっ く。重病人や遠方で外来に行 けない場合は、治療費だけでな く、往診の際の共

まわりの者への酒代や駕籠賃まで患家の負担となる。

高額の医療費を払っても治療を依頼された本人が往診するとは限 らない。多忙な流行医者の

代診として、その塾生が来ることも往々である。太郎の場合 も、松平丹波守医師下条に至 って

はついに一度 も本人の往診はなかった。

最期を看取 った田村宗哲の場合のように、死を間近にして、烏犀角 ・琥珀といったきわめて

高額な薬を勧める場合 もある。これらの薬が患家の経済力に応 じて勧められていることは、即
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金でなければ薬を渡さないことか らも明 らかである。かくして滝沢家は太郎ひとりの1年 半の

闘病生活によって借金を余儀な くされる経済状況に追い込まれていったのである。

3番 めに、高額な医療費をさらに高額にしていた薬の濫用の問題をあげたい。江戸の場合、

これは医師の側の問題というだけでな く、患者側に起因する問題 ともいえる。太郎も同時に複

数の医師に受診 したり、売薬を併用 した りといったことがほぼ恒常的に行なわれている。売薬

については素人の副業によるものも多いが、医師の診療 とともに、江戸の人々の医療体制を担

うものとして定着 していた。滝沢家も馬琴以来 「神女湯」 と 「奇応丸」を製造販売 したことは

先にも触れた。太郎の場合、生死にかかわる重病であり、医師による治療は欠かせないもので

あったが、それがはかばか しい効果をもたらさない以上、民間の売薬にも望みを託すことにな

るのである。そして医師の治療を受けているにもかかわ らず、患者 とその家族の素人判断に

よって、い くつかの薬が同時に服用されている。

さて、これまで見てきたように太郎の闘病の基本は医師による医療に依存 しているが、 どの

ような医療を受けるのかは家族の選択 にまかされる部分が大きい。素人判断で短期間に次々に

医者を変えることも、当の医者はもちろん周囲の人々からも非難されはしない。路が占いに太

郎の治療の指針を求めたのも、あふれる医療情報の中、多様な選択肢の内か ら何を選びだすの

かが患家自身の判断に委ね られた、都市の医療事情の結果と考えてもよいだろう。

比較的気軽に、医師に遠慮することな く転医できる状況の背景には、当時の医者と患者の力

関係の特質が うかがえる。草間宗仙は夏になると暑中見舞いと称 して太郎の体調を伺っている

(1848年7月3日)。 これをきっかけに太郎 は再 び草間の治療を受けはじある。休薬を告げて

も1週 間後 にはまた往診にやって くる(1849年2月4日)。 礒田平庵 もまた滝沢家へ暑中見舞

いに行っている(1848年6月24日)。 病気になりやすい夏期に、 適当な薬を手土産に携えて

医師の方か ら患家へ暑中見舞いに赴 くことは、競争の激 しい江戸の医師の営業活動と考えてよ

いだろう。

19世 紀初期の江戸で、伝馬町を得意場 とする医師達が、競合 しないように共同経営をはじ

め、毎 日病人の有無にかかわらず医師が一軒づっあいさっ して廻った。その姿は主家に仕える

奉公人のようであったという10)。これは極端な例であろうが草間や礒田の行動は、当時の江

戸の医師の姿として特別なものではなかった。流行医者や権威を以て売 り物とする御殿医たち

も含めて考えるわけにはいかないが、一般的には江戸の医師と患者との関係は、少な くとも現

在よりはるかに"消 費としての医療"と いう概念に近いものであったのではないだろうか。

なお、このような医師の権威の未確定性の背景には、先にも触れた江戸の医療における民間

売薬の占める比重の大きさもあげられるだろう。

(2)臨 終と医師

次に患者の臨終をめ ぐっての医師の態度にっいてみていく。多額の医療費を支払っているに

もかかわらず、医師たちは太郎の最期を看取ろうとはしない。まさに 「匙を投げる」形で、医

師自ら転医を勧める。かって馬琴が死に至るときも、同様に転医を勧められた。その場合、自

分より実力のある医師、もしくは専門医を紹介 している形跡はない。
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また、太郎が不治であることを診断 した医師たちはいずれも太郎本人にそのことを告知 した

りはしない。本人がいない折に、そっと家族に伝えるというやり方をとっている。

不治の病であることを告知された家族もやはり、この事実を本人には告げない。 これは既に

老齢の馬琴が死の床にあった時も同様であった。仏教的な死生観か らすれば、死は極楽浄土へ

往生するための必須の通過点である。今こそ念仏を唱えて後世を頼まねばならぬところだが、

末期の念仏の勧めは行なわれていない。これは太郎はもちろん、路やその周囲の人々にとって

も、当然のこととして最後まで生にこだわ り続けたからであろう。ここには江戸人の死生観の

一端があ らわれている。田村宗哲は太郎に対 し、死病であることの告知を避けっっ、家族の希

望にそって死の直前まで苦痛軽減治療を行なっている。

医師が臨終を扱いたがらない傾向は、一般的傾向としても認められる。当時の医師の選択が

ロコミで行なわれていたため、死者を出す と評判を落 とす ことになり、医者がこれを敬遠 した

のだ という11)。このことは医師の社会的地位の未確定性 とも関連 している。病人を死なせて

患家か ら非難された時、医師の立場を擁護 し保証 してくれるシステムはない。医師は自らの防

衛策として、診療忌避 という態度に出るのである12)。

しか しここでもうひとっ注 目したい点は、医学 自体の持つ性格である。そもそも中国医学で

は古代か ら、治癒する病か否かを判断することが重要視されてきた。そして不治と診断された

病については治療を施さないのが原則 とされている13)。江戸の医学書 も、死病であるか否か

の判定を下すことに関しては詳細に記述するが、判定を下 した後、死が確定した患者をどう扱

うべきかという問題に迄は言及 しないのが普通である。治療の指針がない以上、そこから先 は

医師の請け合 うべき領域ではなくなる。

18世 紀半ば、 吉益東洞はその著書 『医断』 において 「蓋 し死生は医のあずからざるところ

なり」 と断言 した14)。彼 は劇剤による治療を行ない、多 くの難病を救うと同時に多 くの犠牲

者 も出 した。死生は天命によるもので医師の責任ではないということを医師の側から言い切 る

ことは、当時にあっても過激ではあった。 しか しこのような意見が登場する背景として、死の

問題を医学の領域か ら切 り離 して考える一般的土壌があったのである15)。

かつて日本中世では僧侶が医者を兼ることも多かった。最先端の医療は、学問の最先端を握

る僧侶たちによってになわれていた。そのたあに中世医学は仏典の影響を強 く受け、科学とし

ては不合理性を持たざるをえなか った。 しか し他面では、医学的技術で賄えない部分を仏教的

救済の領域に託すことによって、不治 ・死をも視野に入れた医学となりえたといえる。中世か

ら近世へ、医学が宗教性を脱却 し、科学としての自立性を獲得 していった過程で、死の領域に

属する問題 もまた振 り落 とされていった16)。

死の問題を射程に入れない医学を身にっけた医師にとって、生に執着する患者を前にして死

の告知を行ない、その後 もその患者 と向き合いながら医療を行な うことが苦痛であったろうこ

とは、想像にかた くない。臨終をみたが らない医師のあり方は、死を拒絶する近世医学 と、生

に執着する近世人の死生観の両者がもたらした当然の帰結であったろう。
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(3)生 への執着

生に執着する近世人のあり方にっいてもう少 し見てみよう。太郎は死の直前まで見舞い客か

らの情報を もとに、自ら名医の診療や祈疇を求めた。家族へ一言の別れのあいさっもな く、ひ

たす ら生き続けることを望みなが ら 「煩悶」 して死んでいったのである。少なくとも路の日記

を見るかぎり、太郎は自分の死期に対する悟 りもなければ、死に対する覚悟も全 くできていな

かった。

かって太郎の父宗伯や祖父馬琴は、事前に死を覚悟 して遺言 して死んでいったように記録さ

れている。宗伯の死は馬琴の筆によって、馬琴の死は路の筆によって、いずれも 「吾仏之記』

に 「端然」 とした死であったと表現される。路によって記された太郎の 「煩悶」という言葉で

表現される死は、彼の若さにゆえんするのだろうか。

しか しなが ら宗伯 も死病の床で、天狗や仙人伝授の薬 と銘打っ民間売薬や、祈疇に頼った。

宗伯の死後、馬琴はこれを医者であった宗伯の 「本意」ではなく、そのようなことを勧めた自

分のことを 「今さら思へば惑ひなりき」と反省 しているものの、やはり生きることに執着 した

結果といえるだろう。 また路によって宗伯 ・馬琴共に、 「端然」 として臨終を迎えたと、全 く

同 じ言葉でその死が表現されていることに注目したい。馬琴の臨終を祖父に代わって 『馬琴日

記』に記録 した太郎は、馬琴が 「煩悶」 して死んでいっ'たと淡々と描写 している。同 じ馬琴の

死をあ ぐる、路と太郎の描写の違いに、当時の死が記録者によって模範的なあるべき死に美化

される傾向にあったことを読み取ることも可能ではないだろうか。宗伯 も馬琴も死の美学、あ

るべき死のあり方、当時の規範的死を実践したことになってはいる。 しか し現実には宗伯は、

いまわの時に水天宮の 「神符」を飲み、馬琴は煩悶しっっ死んでいった。これ らの事実は、若

い太郎に限 らず、江戸人にとって"あ るべき死"を 実践することは、やはりなかなか難 しかっ

たことを端的に示 しているように思われる。

(4)介 護の負担

太郎が病の床に臥 してか ら、滝沢家には親戚 ・近隣 ・知己の人々が頻繁に見舞いにやってく

る。彼 らは既述のように様々な医療情報をもたらすと共に、病床の太郎をいろいろと慰めてく

れる。太郎の好物や神仏の御札といった見舞いの品も忘れない。 この限 りでは、滝沢家の人々

は非常 に恵 まれているように思われるのだが、現実の看病 は路 と妹さちの肩に重 くのしかかっ

ていた。太郎のもうひとりの妹つぎは、子供のいない分家へ幼い時に養女に出されており、時

折泊まりがけで看病にくるものの、基本的には路 とさちの2人 が連 日看病を続けたのである。

路は容体が一向よくならず激痛にあえ ぐ太郎の姿に心を痛め、精神的疲労が大きかったうえ

に、痛みで眠れない彼の体を一晩中なでさすって睡眠も十分に取れなかった。 しかも医療の選

択に心を砕いたり、金銭の工面 も考えねばならない。多額の出費を強いられるのは医療費ばか

りではなか った。卵や鰻といった病人の精を付けるためのぜいたくな食事の他に嗜好品代 もば

かにな らない。路の日記を見ていると、太郎は甘いものを殊のほか好んだらしく、毎 日たくさ

んの菓子類を食べている。 しか も味にもうるさく、 どこの店の物でもよいというわけではない。

家族は太郎の指定の菓子を求めて東奔西走する始末である。死の10日 前には床ずれに悩む太
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郎の希望で、羽根ぶとんと絹ぶとんを重ね敷きした。

路は日々の精神的 ・肉体的疲労を蓄積 させていく中、太郎の苦痛に涙 しながらも死の1ヵ 月

前には 「看病の助けな く、 母ひとり終 日看病。 殊の外疲労。 何分長き事 にて大義限りな し」、

「他に看病人なし、あわれむべ し」 と疲労を隠せなくなる。死の半月くらい前から親戚や隣人、

知人が徹夜の看病に来てくれるようになるが、今度はこれ らの人々の食事の支度などに追われ

ることになる。おそらく路の体力は限界 にきていたのだろう。危篤状態に陥った死の1週 間前

か ら、何度も倒れて介抱を受けた。

江戸時代の看護が、現在同様基本的には女性によって担われていたことは、看病に駆 け付 け

た男性に対する 「終夜看病、女子 も及ばず」という路の感謝の言葉に端的にあらわれている。

特 に小家族が主体である都市においては、周囲の人々によって様々な形での援助はあるものの、

主婦の過重な介護負担の問題 は解決 されなかった。

む す び に か え て

太郎の病と死 は彼の個人的経験を超えて、滝沢家の問題 として家族 とその周辺の人々に大 き

くのしかかっていった。,

路 は深 い悲 しみがいまだ癒えることのない、太郎の死から2週 間後の10月23日 の日記に次

のように記す。 「此せっ所々右之一義(婿 養子のあっせん)人 々申被入候得ども中々耳 うるさ

く、一入琴鶴(太 郎)を 慕ハれ胸苦 しき事也」。太郎の死によって跡取 り娘 となったさちに、

様々な縁談がもたらされる。太郎の死は単 に路の愛息の死 というレベルを超えて、滝沢家の継

嗣問題 として、 さらに一御家人家の役向き遂行の問題 として周囲の人々に認識されたのである。

翌年2月3日 には、太郎のかつての上役からも、婿養子を一刻 も早 く決めるよう催促された。

いかに路が 「耳 うるさく」思 っても、扶持を取 る武士の生活 は、勤務する男子がいな くては破

綻す る。路は大勢の花婿候補の中から、同月末、 さちの婿養子を決める。新たに滝沢家の主人

となったこの婿 は、名 も滝沢小太郎 と改め、太郎のかっての職場へ出勤する。彼は名実共に太

郎の身代わりだったのである。

かって太郎の父や祖父が 「端然」 と死んでいくことを期待 されたのも、それ らの死が個人的

経験を超えて滝沢家の経験 として意識されたからであろう。 とりわけ跡取 りや、"死 に方"の

問題が浮上するのは、下級であっても滝沢家が武士の 「家」であったことに由来 しよう。

一方介護iの問題 は、 より広範な階層の 「家」 の問題 として考えることができる。1801年 、

幕府によって 「孝義録』 という書物が刊行 された。 本書は善行によって表彰 された8614名 の

事例を集めたものである。善行の内容は孝行者 ・忠義者 ・貞節者など様々であるが、老病人の

介護によって表彰 されたものが圧倒的に多い。 しかも他人に迷惑をかけず、家族だけで介護 し

たことが賞賛され、ここでは多 くの女性が主役となって活躍 している17)。老病者 といった社

会的弱者 に対する幕府の対策の基本は、あ くまでも家庭介護の奨励をイデオロギー的に推 し進

め、強要 していくことであり、それが幕府の 「仁政」だったのである。

しか しながら見方を変えれば、 こういった家庭内で完結させる介護のあり方を幕府が殊更に
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表 彰 した の は、 現 実 的 に はそ れ を実 行 す る こ とが 構 造 的 に困難 で あ る状 況 が、 当時 広 範 に存 在

した で あ ろ う こ とを示 唆 して い る。 『孝 義 録 』 の編 纂 を指 令 した老 中 松 平 定 信 は、 都 市 に あ ふ

れ る下 層 民 と農 村 の極 限 に達 した疲 弊 の あ りさ ま を念 頭 にお い て い た の で あ る。 介 護 に憔 悴 し

き った路 の姿 は、 人手 の足 りな い寡 婦 の家 庭 の悲 劇 と い う特 殊 性 を超 え て、 お そ ら く当時 の病

人 を抱 え た庶 民 家 庭 の一 般 的状 況 を反 映 した もので あ った ろ う。

「家 」 の あ りか た を は じめ と して 社 会 状況 が 大 き く変 化 し、 「死 」 自体 も病 院 で管 理 さ れ るよ

う にな った 現 代 、 本 稿 で取 り上 げ て きた 問題 と近 似 した問 題 が い まだ 多 く存在 して い る こ とに

気 づ か され る。 現 代 医 療 が抱 え る問題 に っ い て言 及 す るの は本 稿 の 課 題 で はな く、 ま た筆 者 は

そ れ にっ い て 語 る知 識 も今 は持 ち合 わ せ な い。 一 見 似 て い る よ うで は あ って も今 日の 問題 の 本

質 の 所在 が 、 社 会 背 景 を異 にす る江戸 時代 と同 じで あ るはず もな い。 時 代 が 江 戸 か ら明 治 へ 転

換 した と き、 医 学 自体 も西 洋 医 学 へ と大 き く転 換 して い った。 こ こに は医 学 と い う学 問 体 系 そ

の もの の大 き な断 絶 が あ る。 ま た社 会全 体 も近 代 化 の影 響 を受 け、 医 療 は急 速 な 「進 歩 」 を 経

験 して い る。 本 稿 で見 て き た よ うな 状 況 を ひ とっ の前 提 と して持 っ 日本 の医 療 が 、 少 な くと も

表 面 上 は変 化 させ られ な か っ た問 題 が あ った とい う こ と、 そ の 問題 の現 代 的 本 質 は ど こ に あ る

のか と い っ た こ とに っ い て、 今 後 さ らに検討 して い く必 要 が あ るだ ろ う。
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